[bookmark: _Hlk233464252]多治見市建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付要綱（案）
（趣旨）
第１条　この要綱は、多治見市補助金等交付規則（平成８年規則第14号）第20条の規定に基づき、建設関連事業者燃料高騰対応支援金（以下「支援金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
２　支援金は、燃料等の物価が高騰している状況において、災害対応その他のまちづくりの基盤を支える事業者の経営を支援することにより、まちづくりの安定に資することを目的として交付する。
（支援対象事業者）
第２条　支援金の交付対象となる者（以下「支援対象事業者」という。）は、次に掲げる事業のいずれかを行う事業者で構成される法人その他の団体であって、前条第２項に規定する支援金の目的に資するものとして市長が別に定めるものとする。
(１)　土木工事及び建築工事
(２)　管工事及び水道施設工事
(３)　電気設備工事
（支援金の額）
第３条　支援金の額は、支援対象事業者を構成する事業者（以下「構成事業者」という。）ごとに当該構成事業者の従業員（市内の事業所に業務の本拠地を置く者に限り、業務に従事することを常態とする役員を含む。以下同じ。）の数（以下「従業員数」という。）に応じ別表に定める額により算定した額を合算した額とする。
２　支援金の交付総額は、予算で定める額以下とする。
（交付申請及び交付請求）
[bookmark: _Hlk233301848]第４条　支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付申請書兼請求書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[bookmark: _Hlk233278147](１)　構成事業者及び各構成事業者の従業員数の一覧
(２)　誓約書（別記様式第２号）
２　前項の規定による申請の期限は、令和８年10月30日とする。
３　支援金の交付申請の受付その他支援金の交付に係る事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課において処理する。
(１)　土木工事及び建築工事に係る支援対象事業者　建設水道部道路河川課
(２)　管工事及び水道施設工事に係る支援対象事業者　建設水道部上下水道工務課
(３)　電気設備工事に係る支援対象事業者　都市計画部建築住宅課
（交付決定）
第５条　市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金の交付を適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知するものとする。
（支援金の交付）
第６条　市長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、当該決定の日から起算して30日以内に支援金を交付するものとする。
（報告及び立入調査）
第７条　市長は、支援金の交付の適正を図るため、必要に応じて支援金の交付を受けた者に対し報告を求め、又は立入調査を行うことができる。
（交付決定の取消し等）
第８条　市長は、第５条の規定による交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(１)　偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(２)　その他市長が支援金の交付を不適当と認めたとき。
２　前項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、市長は、当該取り消された支援金の返還を命ずるものとする。
（書類、帳簿等の保存期間）
第９条　支援金に関する書類、帳簿等の保存期間は、当該支援金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度以後５年間とする。
（委任）
第10条　支援金の交付に関しこの要綱及び多治見市補助金等交付要綱（平成８年告示第29号）に定めのない事項については、市長が別に定める。
附　則
１　この要綱は、告示の日から施行する。
２　多治見市補助金等交付要綱の一部を次のように改正する。
別表第１　８　土木の款に次のように加える。
	３　燃料高騰対応支援事業

	
	１　燃料高騰対応支援事業

	
	
	１　燃料高騰対応支援事業

	
	
	
	１　建設関連事業者燃料高騰対応支援事業
	市の建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付要綱による。
	要綱による。
	要綱による。
	要綱による。
	


別表第４　８　土木の款に次のように加える。
	３
	燃料高騰対応支援事業
	１
	燃料高騰対応支援事業
	１
	燃料高騰対応支援事業
	１
	建設関連事業者燃料高騰対応支援事業



別表
	従業員数
	支援金の額

	１人から５人まで
	10万円

	６人から10人まで
	20万円

	11人から15人まで
	30万円

	16人から20人まで
	40万円

	21人から25人まで
	50万円

	26人から30人まで
	60万円

	31人から35人まで
	70万円

	36人から40人まで
	80万円

	41人から45人まで
	90万円

	46人以上
	100万円





別記様式第１号（第４条関係）
　　　年　　　月　　　日
多治見市長
申請者　所在地（住所）
名称
代表者名（氏名）	（※）
(※)記名押印をしてください（代表者本人が自署するときを除く）
電話番号

[bookmark: _Hlk233301857]建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付申請書兼請求書

建設関連事業者燃料高騰対応支援金の交付を受けたいので、多治見市建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付要綱第４条第１項の規定により、次のとおり申請し、かつ、請求します。

１　支援金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　万円

２　支援金振込先
	金融機関名
	

	支店名
	

	口座種別
	普　通　・　当　座

	口座番号
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	



３　添付書類
(１)　構成事業者及び各構成事業者の従業員数の一覧
(２)　誓約書



別記様式第２号（第４条関係）
誓約書

私は、多治見市建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付要綱第１条第２項に規定する支援金の目的を深く理解し、賛同するものであり、多治見市における災害対応その他のまちづくりにおいて多治見市行政に協力するとともに、交付を受けた支援金は下記のとおり取り扱うことを誓約します。

記
一　交付を受けた支援金は、多治見市建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付要綱別表に定めるところに従い、構成事業者に配分します。
以上


申請者　所在地（住所）
名称
代表者名（氏名）	（※）
(※)記名押印をしてください（代表者本人が自署するときを除く）



別記様式第３号（第５条関係）
　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　様
　　多治見市長　　　　　　　　　　印

建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付決定通知書

　　　年　　　月　　　日付けで申請のあった建設関連事業者燃料高騰対応支援金について、次のとおり交付することに決定したので、多治見市建設関連事業者燃料高騰対応支援金交付要綱第５条の規定により、通知します。

	支援指令番号
	
多治見市指令　　第　　　　　　　　　　　号


	支援金交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円




